
議案第４５号 

芽室町簡易水道給水条例中一部改正の件 

芽室町簡易水道給水条例を次のとおり一部改正しようとするものであります。 

令和７年１２月２日提出 

芽室町長 手 島  旭 

芽室町簡易水道給水条例の一部を改正する条例 

芽室町簡易水道給水条例（昭和42年条例第53号）の一部を次のように改正する。 

第２条の３第２項第１号ア中「上美生市街地一円」を「上美生市街地一円、上美生

１線、上美生２線、上美生３線、上美生４線及び上美生５線」に改め、同号イ中

「310人」を「280人」に改め、同号ウ中「108.5立方メートル」を「215立方メート

ル」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、令和７年８月５日から適用する。 

 

 

 

説 明 

上美生地区簡易水道事業において、水道法第10条第１項の規定による北海道知事の

変更認可を受けたことから、認可内容と整合を図るため本条例の一部を改正しようと

するものであります。 
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芽室町簡易水道給水条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（経営の基本） （経営の基本） 

第２条の３ －略－ 第２条の３ －略－ 

２ 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次

に掲げるとおりとする。 

２ 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次

に掲げるとおりとする。 

(１) 上美生地区簡易水道事業 (１) 上美生地区簡易水道事業 

ア 給水区域 上美生市街地一円、上美生１線、上美生２線、

上美生３線、上美生４線及び上美生５線 

ア 給水区域 上美生市街地一円 

イ 給水人口 280人 イ 給水人口 310人 

ウ 給水量 １日最大給水量 215立方メートル ウ 給水量 １日最大給水量 108.5立方メートル 

(２)と(３) －略－ 

   附 則 

 この条例は公布の日から施行し、令和７年８月５日から適用す

る。 

(２)と(３) －略－ 
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